
1．当会議の法律での位置づけ

2．働き方改革を進めるうえでの企業の関心事及び行政の取組

厚生労働省大分労働局

令和元年7月1日
第6回大分県働き方改革推進会議資料 資料３



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
大

分
県

働
き

方
改

革
推

進
会

議
設

置
要

綱
(案

) 
 （

目
的

）
 

第
１

条
 

誰
も

が
意

欲
と

能
力

に
応

じ
て

生
き

生
き

と
活

躍
で

き
る

社
会

の
実

現
と

、
人

口
減

少
社

会
に

お
け

る
労

働
力

不
足

の
克

服
に

向
け

、
本

県
に

お
け

る
働

き
方

改
革

の
機

運
醸

成
及

び
そ

の
推

進
を

図
る

た
め

、
「

大

分
県

働
き

方
改

革
推

進
会

議
」

（
以

下
「

推
進

会
議

」
と

い
う

。
）

を
設

置
す

る
。

 
 （

所
掌

事
務

）
 

第
２

条
 

推
進

会
議

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

所
掌

す
る

。
 

(1
)
働

き
方

に
関

す
る

課
題

等
の

調
査

及
び

研
究

に
関

す
る

こ
と

。
 

(2
)
働

き
方

改
革

の
機

運
醸

成
と

普
及

・
啓

発
に

関
す

る
こ

と
。

 
(3

)
働

き
方

改
革

の
推

進
に

係
る

施
策

の
検

討
及

び
実

施
に

関
す

る
こ

と
。

 
(4

)
働

き
方

改
革

の
推

進
に

係
る

関
係

団
体

等
の

連
携

促
進

に
関

す
る

こ
と

。
 

(5
)
そ

の
他

推
進

会
議

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

に
関

す
る

こ
と

。
 

 （
組

織
）

 
第

３
条

 
推

進
会

議
は

、
別

表
に

掲
げ

る
委

員
を

も
っ

て
組

織
す

る
。

 
２

 
推

進
会

議
に

委
員

の
互

選
を

も
っ

て
会

長
を

置
く

。
 

 （
職

務
）

 
第

４
条

 
会

長
は

、
推

進
会

議
を

代
表

し
、

そ
の

事
務

を
統

括
す

る
。

 
 （

会
議

）
 

第
５

条
 

推
進

会
議

の
会

議
（

以
下

「
会

議
」

と
い

う
。

）
は

、
会

長
が

必
要

に
応

じ
て

招
集

す
る

。
 

２
 

会
議

の
議

長
は

、
会

長
を

も
っ

て
充

て
る

。
 

３
 

会
長

は
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
会

議
に

委
員

以
外

の
者

を
出

席
さ

せ
、

意
見

又
は

説
明

 
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
４

 
委

員
は

、
会

議
に

出
席

で
き

な
い

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
指

名
し

た
者

を
代

理
と

し
て

出
席

さ
せ

る
 

 
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

 （
事

務
局

）
 

第
６

条
 

推
進

会
議

の
事

務
局

は
、

大
分

県
商

工
観

光
労

働
部

雇
用

労
働

政
策

課
及

び
大

分
労

働
局

雇
用

環
境

・
均

等
室

と
す

る
。

 
２

 
推

進
会

議
の

庶
務

は
、

大
分

県
商

工
観

光
労

働
部

雇
用

労
働

政
策

課
に

お
い

て
処

理
す

る
。

 
 

 （
そ

の
他

）
 

第
７

条
 

本
推

進
会

議
は

、
平

成
3
0

年
7

月
6

日
に

公
布

さ
れ

た
「
働

き
方

改
革

を
推

進
す

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
に

関
す

る
法

律
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
平

成
3
0

年
法

律
第

7
1

号
）
」
に

よ
り

改
正

さ
れ

た
「
労

働
施

策
の

総
合

的
な

推
進

並
び

に
労

働
者

の
雇

用
の

安
定

及
び

職
業

生
活

の
充

実
等

に
関

す
る

法
律

」
第

1
0

条
の

３
に

お
け

る
協

議
会

を
兼

ね
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

推
進

会
議

の
組

織
及

び
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
会

長
が

定
め

る
。

 
 附

則
 

こ
の

要
綱

は
、

平
成

２
８

年
１

２
月

１
３

日
か

ら
施

行
す

る
。

 
附

則
 

こ
の

要
綱

は
、

令
和

元
年

７
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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（
参

考
）
 

 

雇
用

対
策

法
の

改
正

に
伴

う
協

議
会

の
設

置
に

つ
い

て
 

 １
 

 
「
働

き
方

改
革

を
推

進
す

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
に

関
す

る
法

律
の

整
備

に
関

す
る

法
律

案
」
の

成
立

に
伴

い
、

「
雇

用
対

策
法

」
は

、
「
労

働
施

策
の

総
合

的
な

推
進

並
び

に
労

働

者
の

雇
用

の
安

定
及

び
職

業
生

活
の

充
実

等
に

関
す

る
法

律
」
（
以

下
「
労

働
施

策
総

合
推

進

法
」
と

い
う

。
）
に

改
正

。
 

  ２
 

労
働

施
策

総
合

推
進

法
（
抄

）
 

 （
中

小
企

業
に

お
け

る
取

組
の

推
進

の
た

め
の

関
係

者
間

の
連

携
体

制
の

整
備

）
 

 「
第

十
条

の
三

 
国

は
、

労
働

時
間

の
短

縮
そ

の
他

の
労

働
条

件
の

改
善

、
多

様
な

就
業

形
態

の

普
及

、
雇

用
形

態
又

は
就

業
形

態
の

異
な

る
労

働
者

の
間

の
均

衡
の

と
れ

た
待

遇
の

確
保

そ

の
他

の
基

本
方

針
に

お
い

て
定

め
ら

れ
た

施
策

の
実

施
に

関
し

、
中

小
企

業
に

お
け

る
取

組

が
円

滑
に

進
む

よ
う

、
地

方
公

共
団

体
、

中
小

企
業

者
を

構
成

員
と

す
る

団
体

そ
の

他
の

事
業

主
団

体
、

労
働

者
団

体
そ

の
他

の
関

係
者

に
よ

り
構

成
さ

れ
る

協
議

会
の

設
置

そ
の

他
の

こ

れ
ら

の
者

の
間

の
連

携
体

制
の

整
備

に
必

要
な

施
策

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
」
 

  ３
 

附
帯

決
議

（
平

成
3
0

年
5

月
2
5

日
衆

議
院

厚
生

労
働

委
員

会
）
（
抄

）
 

 

「
政

府
は

、
本

法
の

施
行

に
当

た
り

、
次

の
事

項
に

つ
い

て
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

べ
き

で
あ

る
。

 

（
中

略
）
 

五
 

地
域

の
実

情
に

即
し

た
働

き
方

改
革

を
進

め
る

た
め

、
新

設
さ

れ
る

規
定

に
基

づ
き

、
地

方

公
共

団
体

、
中

小
企

業
団

体
を

は
じ

め
と

す
る

使
用

者
団

体
、

労
働

者
団

体
そ

の
他

の
関

係

者
を

構
成

員
と

し
て

設
置

さ
れ

る
協

議
会

そ
の

他
の

こ
れ

ら
の

者
の

間
の

連
携

体
制

の
効

果

的
な

運
用

を
図

る
こ

と
。

そ
の

際
、

い
わ

ゆ
る

「
地

方
版

政
労

使
会

議
」
な

ど
、

各
地

域
で

積
み

上
げ

て
き

た
行

政
と

労
使

の
連

携
の

枠
組

を
活

用
し

、
働

き
方

改
革

の
実

が
上

が
る

よ
う

、
努

め
る

こ
と

。
 

（
以

下
略

）
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働き方改革関連法説明会
【平成31年1月16日 2月8日開催】

アンケート結果

大分労働局雇用環境・均等室
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業種

1人～29人
33%

30人～99
人

30%

100人～

299人
22%

300人以上
15%

N=748

１ 参加企業の状況

規模

製造業
24%

サービス業
26%

卸小売業
7%

その他
43%

N=708

会 場 定員 参加者数
参加

事業所数

個別相談

基準法 パート有期法

中 津 100 101 83 5 3
豊 後 大 野 90 66 61 6 3
日 田 100 75 63 1 0
宇 佐 100 127 102 5 0
大 分 400 453 349 8 3
別 府 180 192 148 5 2
佐 伯 140 142 110 3 2

総 計 1,110 1,156 916 33 13
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2 労働基準法等の改正（理解度）

「理解できた」「まあまあ理解できた」は98％

理解できなかった項目は、多い順に「年休の取得」(12件)、
「残業時間の上限規制」(8件)「労働時間の把握」(4件)

理解できた
38%

まあまあ理解で

きた

60%

理解できなかった
2%

「労働基準法等の改正」の理解度

N=774
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３ 労働基準法等の改正（課題）

（人）

その他, 40

社内風土や意識
, 157

仕事の 閑、取引慣行等, 
183

人手不足, 397

0

200

400

600

800
課題の理由

「課題がある」とした企業の理由は、「人手不足」が半数以上

「課題がない」とした企業の理由は、多い順に「残業時間が短い」
(101件）、「対応済み」(78件）、その他(10件)

560社（複数回答）
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4 同一労働同一賃金（理解度）

「理解できた」「まあまあ理解できた」のは84％

理解できなかった項目は、多い順に「ガイドラインの内容」(80件)、
「取組手順」(38件)「説明義務の強化」(36件)

理解できた
22%

まあまあ理解できた
62%

理解できなかった
16%

「パート有期法」の理解度

N=767
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5 同一労働同一賃金（課題）

（人）

「課題がある」とした企業の理由は、「人件費の上昇」、「何が不合理
な待遇差かわからない」が大半

「課題がない」とした企業の理由は、多い順に「対応済み」(100件）、
「非正規雇用労働者がいない」(95件）、その他(18件)

471社（複数回答）

その他, 44

社内風土や意識, 84

何が不合理な待遇差か

わからない, 194

人件費の上昇, 223

0

200

400

600

課題の理由
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●共通

・認定企業紹介事例集の作成（8000部)
・当局HPトップに認定企業等紹介コー

ナー設置(12月）

●女性の活躍促進

・努力義務企業への行動計画の策定勧

奨（事業所訪問数222社(1月末））、えるぼ

し認定の取得促進（ちらし作成）

・ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰでの就職支援

(支援対象者1,051人：就職率92.3％（3月

末））

●若者の活躍促進

・早期離職防止のための指導

・ﾕｰｽｴｰﾙ認定(昨年度末2社 6社増）

●「健康経営」と「安全衛生優良企業認定

制度」の取得促進

・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策の実施（自主点検1486事

業場へ要請、説明会：7回1906人）

●男性の育児休業取得促進

・くるみん認定（計28社）

・イクボス宣言（計12団体、142人(1月

末））

●主要企業経営トップへの直接的な働きか

け

・訪問14社（当局HPでの取組内容紹介）

*ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ企業含む

●年次有給休暇の取得促進

・夏季、年末年始、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸ、「年次有

給休暇取得促進期間」に重点的広報実施

・地域ｲﾍﾞﾝﾄに合わせた休暇取得促進ｷｬﾝ

ﾍﾟｰﾝ、調査等の実施（大分市事業） ﾜｰｸ･ﾗ

ｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催(10/19)

●県民ノー残業デー等の普及促進

・「県民ﾉｰ残業ﾃﾞｰ」（11月第３水）は、大分

駅及びｶﾞﾚﾘｱ竹町にて労使団体とともに街

頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（周知ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ5000個配布）
・大分監督署「1日署長」の実施(11/19）

●過重労働解消ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの展開
・過労死等防止対策推進ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（11/2
184人）

・過労死等防止啓発月間(11月）に重点監

督の実施（93件）

●ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる支援

個別企業訪問101件（1月末）、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

13人）

平成30年度大分労働局 働き方改革関係事業

女性、若者、高齢者等の活躍促進

●ﾊﾛｰﾜｰｸによるﾏｯﾁﾝｸﾞの充実

・就職促進月間(10、11月）等を中心に実

施

常用就職件数22,389件（3月末）

常用充足件数21,809件（1月末）

雇用保険受給者早期再就職件数5,858
件（2月末）

●雇用関係助成金の活用促進

・助成金の割増制度申請実績 252件（3
月末）

・金融機関への訪問説明(5月6社、助成

金説明2回）

・助成金説明会の開催(11/12 295人）

・職場定着支援助成金：支給件数75件（3
月末）

・人材開発支援助成金：支給件数1414件

●労働関係助成金の活用促進

・最賃引上げ支援の助成金

・時間外労働等助成金（勤務間ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ

ｺｰｽの支給件数：11件）

人材確保対策、生産性向上、
賃金引上げのための支援

●正社員転換プランの推進

（非正規の処遇改善）

・各種助成金の周知啓発（説明会84回、

7886人）

・ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ助成金（正社員化コース）

（支給件数）

29年度484件⇒30年度563件（16.3％アッ

プ）

・ﾄﾗｲｱﾙ雇用助成金

（支給件数）

29年度484件⇒30年度302件（△37.6％）

・ﾊﾟｰﾄﾀﾑ労働法の確実な履行確保（個別

訪問等：140件）

●障害者・高齢者の就職支援

（障害者雇用率：全国6位）

（高年齢者雇用確保措置：100％3年連続

達成、全国1位）

●ハラスメント対策の促進

・管理者向けﾏﾀﾊﾗ・ｾｸﾊﾗｾﾐﾅｰ、ﾊﾟﾜﾊﾗｾ

ﾐﾅｰ(2回）開催

・ｲｸﾒﾝ川柳、STOP！ﾏﾀﾊﾗ標語の公募

（700点）

・ハラスメントの相談対応（744件）

非正規の処遇改善

【事業目的】
・働き方改革の着実な実行や人材投資の強化等を通じた労働環境の整備・生産性の向上を図る
・女性、若者、障害者、高齢者等の多様な働き手の参画を図る

働きすぎ防止に向けた取組の推進

●労使双方に改正内容の周知徹底

・労使団体等主催の会合などあらゆる

機会を通じた説明

（周知依頼130回、説明会83回7591名、

ラジオ出演4回）

・働き方改革関連法説明会（7箇所、

1,156名）、働き方・休み方改革ｾﾐﾅｰ、

働き方改革実践ﾉｳﾊｳ獲得ｾﾐﾅｰ開催

●「労働時間改善指導・援助ﾁｰﾑ」（監

督署）による支援

（個別訪問505回、説明会213回）

●働き方改革推進支援センターによる

相談支援等を実施

・個別相談、個別訪問による支援、セミ

ナーや出張相談会の開催

●ラッピングバスの運行（3月～1年間）

ワーク・ライフ・バランスの
推進

●労働局・働き方改革推進支援センター等と県・労使団体等との連携による中小企業・小規模事業者への支援
長時間労働の削減、年次有給休暇の取得促進、女性・若者・高齢者・障害者等の活躍推進、非正規労働者の処遇改善などの働き方改革について、労働局・働き方改革推

進支援センター等が県・労使団体等と連携し、中小企業・小規模事業者への支援を行う
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平成31年度 大分労働局行政運営方針のあらまし （ 働き方改革関連抜粋）

労働局
監督署

ハローワーク

・

働き方改革推進
支援センター

（県社労士会内）

・経営協、商工会議所、商工会等（各地域団体含む）、 ・連合

・県銀行協会 ・各金融機関 ・業界団体 ・地方公共団体等

【 中小企業への総合的な支援 】

 電話等による相談、訪問コンサルティング

・柔軟、弾力的な労働時間制度

・生産性向上

・ 人材の定着確保・育成

・女性、障害者、若者の就職支援

・非正規雇用の処遇改善

・取組事例、各種助成金の案内 など

 地域商工会議所、商工会等との共同

・各地域でのセミナー開催

・個別相談会の開催

 労働時間法制等の説明会・訪問による支援

（主に監督署）

【 主な取組（案） 】

 県・市との雇用対策協定等による取組

・地方公共団体幹部への協力要請 ・人手不足等の課題

を踏まえた…取組

 連合・経済団体との共同による勉強会等の実施

・街頭キャンペーン等

・県内全ての商工会議所、商工会等への訪問による協力

要請

・個別企業と接点のある職員に対する勉強会の開催

・会員等への説明、個別相談会の開催等

 金融機関との連携協定による取組（県内全６金融機関）

・県銀協、金融機関本店等への訪問による協力要請

・各金融機関の窓口職員に対する助成金等研修会

団体等との主な取組
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●女性の活躍促進
・努力義務企業への行動計画の策
定勧奨、えるぼし認定の取得促進
・ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰでの就職支援

●若者の活躍促進
・早期離職防止のための指導
・ﾕｰｽｴｰﾙ認定制度の取得勧奨

●「健康経営」と「安全衛生優良企業
認定制度」の取得促進

●男性の育児休業取得促進
・くるみん認定・プラチナくるみんの
取得促進
・イクボス宣言の勧奨

●主要企業経営トップへの直接的な
働きかけ

●「ゆう活」や年次有給休暇の取得
促進
・おおいた夏の働き方応援キャン
ペーンの実施（7、8月)

●県民ノー残業デー等の普及促進
・労使団体との共同による普及活動

●「過重労働解消ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」の展開
・過労死等防止対策推進ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
（11/26）
・過労死等防止啓発月間(11月）に
重点監督の実施

●個別コンサルティングの実施

●ﾊﾛｰﾜｰｸによるﾏｯﾁﾝｸﾞの充実

・高校での企業説明会の実施

●各種助成金制度の周知・利

用促進

・労働移動支援助成金、生産性

向上等のための設備投資、最

賃引上げ等の助成制度の周知、

利用促進

・助成金割増制度の周知

●実践型地域雇用創造事業雇

用創出等

●正社員転換プランの推進

（非正規の処遇改善）

・正社員求人の確保と正社員就職

に向けた就職支援

・ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ助成金、ﾄﾗｲｱﾙ雇用助

成金などの活用促進による正社

員転換の推進

・ﾊﾟｰﾄﾀﾑ労働法の確実な履行確

保

●障害者の雇用促進

・法定雇用率の引き上げに伴う雇

用促進のためのｻﾎﾟｰﾄ

・障害の特性に応じた支援

●高齢者の活動促進

・中高年齢者の再就職の支援

・「生涯現役促進地域連携事業」

による支援

●外国人労働者への就労及び安

全確保対策の支援

・セミナーの開催

●治療と仕事の両立支援の促進

働き方改革関連法の周知啓発

●労使双方に改正内容の周知
徹底・/
・改正労働基準法（時間外労働
の上限規制）
・パートタイム・有期雇用労働法
・改正労働者派遣法

●「労働時間相談・支援コー
ナー」（監督署）による支援

●働き方改革推進支援センター
の設置
・個別相談、個別訪問による支
援、セミナーや出張相談会の開
催

ワーク・ライフ・バランスの推進
（長時間労働の解消等）

魅力ある職場づくりの推進
（安全・健康な職場づくり）

人材確保対策、生産性向上、
実質賃金引き上げのための支援

誰もが働きやすい
職場環境の促進
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